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適格消費者団体 特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく 講演会

示制度の

今後の課題
平成 2 7 年 4 月より食品表示法が施行され､ 新しい食品表示制度が始まり2 年が経ちます｡ 安全の確保が目的の食品

衛生法 ､ 品質の確保の ] A S 法､ 任意で栄養表示等をおこなう健康増進法の 3 法の食品表示に関する規定を整理､ 統合

したものが食品表示法です ｡ 食品表示基準違反の表示行為に対して ､ 適格消費者団体は差止請求をすることができます ｡

今回 は､ ｢ 食吊表示法｣ の概要についてご講演いただくとともに､ 最近の食品表示をめぐる動向についてお話しいただきます｡
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に裏面用紙でお申し込み〈ださいb (当日参カロ可能)
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